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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　治療レーザ光源と、前記治療レーザ光源から発せられたレーザ光を患者眼眼底に対して
偏向させる偏向手段と、を備え、前記レーザ光を前記患者眼眼底の治療部位に照射する照
射光学系と、
　前記患者眼の眼底正面像を観察するための観察光学系と、
　前記レーザ光が照射される前に光コヒーレンストモグラフィーデバイスによって撮像さ
れた前記患者眼眼底の３次元断層画像の解析結果を示す解析マップを取得し、前記解析マ
ップと前記観察光学系によって取得された前記眼底正面像とをモニタ上に重畳させて表示
させる表示制御手段と、
　前記解析マップが重畳されたモニタ上の前記眼底正面像に対して照射領域を設定するた
めの操作信号を操作部から受け取り、前記患者眼眼底に対する照射領域を設定する照射領
域設定手段と、
　前記治療レーザ光源及び前記偏向手段の動作を制御することにより、照射領域設定手段
によって設定された照射領域に基づいて前記患者眼眼底にレーザ光を照射するレーザ制御
手段と、
　を備えることを特徴とする眼底光凝固レーザ装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記眼底正面像の動画に前記解析マップを重畳させることを特徴
とする請求項１の眼底光凝固レーザ装置。
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【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記解析マップに関連付けされた眼底正面像と、前記観察光学系
によって取得される眼底正面像との相対位置を検出し、検出結果に基づいて前記解析マッ
プの表示位置を補正することを特徴とする請求項１～２のいずれかの眼底光凝固レーザ装
置。
【請求項４】
　前記光コヒーレンストモグラフィーデバイスは、前記眼底光凝固レーザ装置とは異なる
筐体として配置されており、
　前記眼底光凝固レーザ装置は、前記光コヒーレンストモグラフィーデバイスから前記解
析マップを受け取り、
　前記表示制御手段は、受け取った前記解析マップと前記眼底正面像とを重畳させてモニ
タ上に表示することを特徴とする請求項１～３のいずれかの眼底光凝固レーザ装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記眼底正面像に合わせて、解析マップの撮影倍率、縦横比を画
像処理により補正することを特徴とする請求項１～４のいずれかの眼底光凝固レーザ装置
。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、前記眼底正面像に合わせて、解析マップに関連付けされた眼底正
面像の撮影倍率、縦横比を画像処理により補正することを特徴とする請求項１～５のいず
れかの眼底光凝固レーザ装置。
【請求項７】
　前記観察光学系は、ＳＬＯ、眼底カメラのどちらかであることを特徴とする請求項１～
６のいずれかの眼底光凝固レーザ装置。
【請求項８】
　前記解析マップは、前記３次元断層画像に対する層検出結果に基づく解析マップである
ことを特徴とする請求項１～７のいずれかの眼底光凝固レーザ装置。
【請求項９】
　前記モニタは、タッチパネルであり、
　前記タッチパネルは、前記操作部として用いられ、
　前記照射領域設定手段は、前記操作信号を前記タッチパネルから受け取り、前記患者眼
眼底に対する照射領域を設定することを特徴とする請求項１～８のいずれかの眼底光凝固
レーザ装置。
【請求項１０】
　治療レーザ光源と、前記治療レーザ光源から発せられたレーザ光を患者眼眼底に対して
偏向させる偏向手段と、を備え、前記レーザ光を前記患者眼眼底の治療部位に照射する照
射光学系と、
　前記レーザ光が照射される光コヒーレンストモグラフィーデバイスによって撮像された
前記患者眼眼底の断層画像に基づく解析結果データを取得し、取得された解析結果データ
を用いて設定された前記患者眼眼底に対する治療用レーザの照射位置情報を取得する照射
位置取得手段と、
　前記レーザ光源及び前記偏向手段の動作を制御することにより、前記照射位置取得手段
によって取得された照射位置情報に基づいて前記患者眼眼底にレーザ光を照射するレーザ
制御手段と、
　を備え、前記解析結果データは、患者眼眼底の断層画像に対する層検出結果に基づいて
取得された解析結果データであることを特徴とすることを特徴とする眼底光凝固レーザ装
置。
【請求項１１】
　さらに、測定光源と、前記測定光源から発せられた光を，患者眼に導光され患者眼で反
射される測定光と参照光とに分割する光分割器と、患者眼で反射された測定光と参照光と
の干渉状態を検出する検出器と、を備え、治療用レーザが照射される前の患者眼の断層画
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像を撮像する光コヒーレンストモグラフィーデバイスを備えることを特徴とする請求項１
～１０のいずれかの眼底光凝固レーザ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レーザ光を患者眼に照射する際に用いられる眼底光凝固レーザ装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　治療レーザ光を患者眼の組織（例えば、眼底）上に照射し、眼の治療を行う治療用レー
ザ装置が知られている（特許文献１参照）。このような装置を用いる場合、術者は、スリ
ットランプ，眼底カメラを用いて眼底正面像を観察し、眼の治療部位にレーザ光を照射す
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１４８６３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、正面観察光学系の場合、患者眼の表面的な情報しか得ることが難しい。
例えば、正面観察像では、視細胞の状態を確認することが難しく、糖尿病網膜症の場合で
は、視細胞が正常か否かに関わらずレーザ照射を行っている。
【０００５】
　本発明は、上記問題点を鑑み、患者眼のレーザ治療に有用な情報を取得できる眼底光凝
固レーザ装置を提供することを技術課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明は以下のような構成を備える。
【０００７】
　（１）　
　治療レーザ光源と、前記治療レーザ光源から発せられたレーザ光を患者眼眼底に対して
偏向させる偏向手段と、を備え、前記レーザ光を前記患者眼眼底の治療部位に照射する照
射光学系と、
　前記患者眼の眼底正面像を観察するための観察光学系と、
　前記レーザ光が照射される前に光コヒーレンストモグラフィーデバイスによって撮像さ
れた前記患者眼眼底の３次元断層画像の解析結果を示す解析マップを取得し、前記解析マ
ップと前記観察光学系によって取得された前記眼底正面像とをモニタ上に重畳させて表示
させる表示制御手段と、
　前記解析マップが重畳されたモニタ上の前記眼底正面像に対して照射領域を設定するた
めの操作信号を操作部から受け取り、前記患者眼眼底に対する照射領域を設定する照射領
域設定手段と、
　前記治療レーザ光源及び前記偏向手段の動作を制御することにより、照射領域設定手段
によって設定された照射領域に基づいて前記患者眼眼底にレーザ光を照射するレーザ制御
手段と、
　を備えることを特徴とする。
　（２）　
　治療レーザ光源と、前記治療レーザ光源から発せられたレーザ光を患者眼眼底に対して
偏向させる偏向手段と、を備え、前記レーザ光を前記患者眼眼底の治療部位に照射する照
射光学系と、
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　前記レーザ光が照射される光コヒーレンストモグラフィーデバイスによって撮像された
前記患者眼眼底の断層画像に基づく解析結果データを取得し、取得された解析結果データ
を用いて設定された前記患者眼眼底に対する治療用レーザの照射位置情報を取得する照射
位置取得手段と、
　前記レーザ光源及び前記偏向手段の動作を制御することにより、前記照射位置取得手段
によって取得された照射位置情報に基づいて前記患者眼眼底にレーザ光を照射するレーザ
制御手段と、
　を備え、前記解析結果データは、患者眼眼底の断層画像に対する層検出結果に基づいて
取得された解析結果データであることを特徴とすることを特徴とする。
 
 
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、患者眼のレーザ治療に有用な情報を取得できる。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明に係る実施形態を図面に基づいて説明する。図１は本実施形態に係る眼科
撮影装置の構成について説明する概略構成図である。なお、本実施形態においては、被検
者眼（眼Ｅ）の軸方向をＺ方向、水平方向をＸ方向、鉛直方向をＹ方向として説明する。
眼底の表面方向をＸＹ方向として考えても良い。
【００１０】
　装置構成の概略を説明する。本装置は、被検者眼Ｅの眼底Ｅｆの断層像を撮影するため
の光コヒーレンストモグラフィーデバイス（ＯＣＴデバイス）１０である。ＯＣＴデバイ
ス１０は、干渉光学系（ＯＣＴ光学系）１００と、正面観察光学系２００と、固視標投影
ユニット３００と、光凝固レーザ装置４００と、演算制御部（ＣＰＵ）７０と、を含む。
【００１１】
　ＯＣＴ光学系１００は、眼底に測定光を照射する。ＯＣＴ光学系１００は、眼底から反
射された測定光と，参照光との干渉状態を受光素子（検出器１２０）によって検出する。
ＯＣＴ光学系１００は、眼底Ｅｆ上の撮像位置を変更するため、眼底Ｅｆ上における測定
光の照射位置を変更する照射位置変更ユニット（例えば、光スキャナ１０８、固視標投影
ユニット３００）を備える。制御部７０は、設定された撮像位置情報に基づいて照射位置
変更ユニットの動作を制御し、検出器１２０からの受光信号に基づいて断層画像を取得す
る。また、光凝固レーザ装置４００は、治療用のレーザ（光凝固レーザ光）を発振する。
【００１２】
　＜ＯＣＴ光学系＞
　ＯＣＴ光学系１００は、いわゆる眼科用光断層干渉計（ＯＣＴ：Optical coherence to
mography）の装置構成を持ち、本実施形態においては、治療用レーザが照射される前の患
者眼の断層画像を撮像する。ＯＣＴ光学系１００は、測定光源１０２から出射された光を
カップラー（光分割器）１０４によって測定光（試料光）と参照光に分割する。そして、
ＯＣＴ光学系１００は、測定光学系１０６によって測定光を眼Ｅの眼底Ｅｆに導き，また
、参照光を参照光学系１１０に導く。その後、眼底Ｅｆによって反射された測定光と，参
照光との合成による干渉光を検出器（受光素子）１２０に受光させる。
【００１３】
　検出器１２０は、測定光と参照光との干渉状態を検出する。フーリエドメインＯＣＴの
場合では、干渉光のスペクトル強度が検出器１２０によって検出され、スペクトル強度デ
ータに対するフーリエ変換によって所定範囲における深さプロファイル（Ａスキャン信号
）が取得される。例えば、Spectral-domain OCT（ＳＤ－ＯＣＴ）、Swept-source OCT（
ＳＳ－ＯＣＴ）が挙げられる。また、Time-domain OCT（ＴＤ－ＯＣＴ）であってもよい
。
【００１４】
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　ＳＤ－ＯＣＴの場合、光源１０２として低コヒーレント光源（広帯域光源）が用いられ
、検出器１２０には、干渉光を各周波数成分（各波長成分）に分光する分光光学系（スペ
クトルメータ）が設けられる。スペクトルメータは、例えば、回折格子とラインセンサか
らなる。
【００１５】
　ＳＳ－ＯＣＴの場合、光源１０２として出射波長を時間的に高速で変化させる波長走査
型光源（波長可変光源）が用いられ、検出器１２０として、例えば、単一の受光素子が設
けられる。光源１０２は、例えば、光源、ファイバーリング共振器、及び波長選択フィル
タによって構成される。そして、波長選択フィルタとして、例えば、回折格子とポリゴン
ミラーの組み合わせ、ファブリー・ペローエタロンを用いたものが挙げられる。
【００１６】
　光源１０２から出射された光は、カップラー１０４によって測定光束と参照光束に分割
される。そして、測定光束は、光ファイバーを通過した後、空気中へ出射される。その光
束は、光スキャナ１０８、及び測定光学系１０６の他の光学部材を介して眼底Ｅｆに集光
される。そして、眼底Ｅｆで反射された光は、同様の光路を経て光ファイバーに戻される
。
【００１７】
　光スキャナ１０８は、眼底上でＸＹ方向（横断方向）に測定光を走査させる。光スキャ
ナ１０８は、瞳孔と略共役な位置に配置される。光スキャナ１０８は、例えば、２つのガ
ルバノミラーであり、その反射角度が駆動機構５０によって任意に調整される。
【００１８】
　これにより、光源１０２から出射された光束はその反射（進行）方向が変化され、眼底
上で任意の方向に走査される。これにより、眼底Ｅｆ上における撮像位置が変更される。
光スキャナ１０８としては、光を偏向させる構成であればよい。例えば、反射ミラー（ガ
ルバノミラー、ポリゴンミラー、レゾナントスキャナ）の他、光の進行（偏向）方向を変
化させる音響光学素子（ＡＯＭ）等が用いられる。
【００１９】
　参照光学系１１０は、眼底Ｅｆでの測定光の反射によって取得される反射光と合成され
る参照光を生成する。参照光学系１１０は、マイケルソンタイプであってもよいし、マッ
ハツェンダタイプであっても良い。参照光学系１１０は、例えば、反射光学系（例えば、
参照ミラー）によって形成され、カップラー１０４からの光を反射光学系により反射する
ことにより再度カップラー１０４に戻し、検出器１２０に導く。他の例としては、参照光
学系１１０は、透過光学系（例えば、光ファイバー）によって形成され、カップラー１０
４からの光を戻さず透過させることにより検出器１２０へと導く。
【００２０】
　参照光学系１１０は、参照光路中の光学部材を移動させることにより、測定光と参照光
との光路長差を変更する構成を有する。例えば、参照ミラーが光軸方向に移動される。光
路長差を変更するための構成は、測定光学系１０６の測定光路中に配置されてもよい。
【００２１】
　＜正面観察光学系＞
　正面観察光学系２００は、眼底Ｅｆの正面画像を得るために設けられている。観察光学
系２００は、例えば、光源から発せられた測定光（例えば、赤外光）を眼底上で二次元的
に走査させる光スキャナと、眼底と略共役位置に配置された共焦点開口を介して眼底反射
光を受光する第２の受光素子と、を備え、いわゆる眼科用走査型レーザ検眼鏡（ＳＬＯ）
の装置構成を持つ。
【００２２】
　なお、観察光学系２００の構成としては、いわゆる眼底カメラタイプの構成であっても
よい。また、ＯＣＴ光学系１００は、観察光学系２００を兼用してもよい。すなわち、正
面画像は、二次元的に得られた断層画像を形成するデータを用いて取得されるようにして
もよい（例えば、三次元断層画像の深さ方向への積算画像、ＸＹ各位置でのスペクトルデ
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ータの積算値等）。
【００２３】
　＜固視標投影ユニット＞
　固視標投影ユニット３００は、眼Ｅの視線方向を誘導するための光学系を有する。投影
ユニット３００は、眼Ｅに呈示する固視標を有し、複数の方向に眼Ｅを誘導できる。
【００２４】
　例えば、固視標投影ユニット３００は、可視光を発する可視光源を有し、視標の呈示位
置を二次元的に変更させる。これにより、視線方向が変更され、結果的に撮像部位が変更
される。例えば、撮影光軸と同方向から固視標が呈示されると、眼底の中心部が撮像部位
として設定される。また、撮影光軸に対して固視標が上方に呈示されると、眼底の上部が
撮像部位として設定される。すなわち、撮影光軸に対する視標の位置に応じて撮影部位が
変更される。
【００２５】
　固視標投影ユニット３００としては、例えば、マトリクス状に配列されたＬＥＤの点灯
位置により固視位置を調整する構成、光源からの光を光スキャナを用いて走査させ、光源
の点灯制御により固視位置を調整する構成、等、種々の構成が考えられる。また、投影ユ
ニット３００は、内部固視灯タイプであってもよいし、外部固視灯タイプであってもよい
。
【００２６】
　＜光凝固レーザ装置＞
　光凝固レーザ装置４００は、レーザ光源を有し、治療用レーザ光（例えば、５３２ｎｍ
の波長）を発振する。光凝固レーザ装置４００の光源から出射された光は光ファイバ４０
１に導入されて出射端４０１ａから出射される。出射端４０１ａから出射されたレーザ光
は、ダイクロイックミラー３０で反射され、光スキャナ１０８、及び測定光学系１０６の
他の光学部材を介して眼底Ｅｆに集光される。光スキャナ１０８は、光偏向手段として、
レーザ光源から発せられたレーザ光を眼Ｅに眼に対して偏向させる。この場合、測定光学
系１０６は、レーザ光を眼の治療部位に照射する照射光学系として用いられる。
【００２７】
　これにより、光凝固レーザ装置４００から出射されたレーザ光は,光スキャナ１０８に
よりその反射（進行）方向が変化され、眼底上で二次元的に走査される。これにより、眼
底Ｅｆ上におけるレーザ光の照射位置が変更される。
【００２８】
　なお、光凝固レーザ装置４００は、治療用レーザ光源に加えて、エイミング光を発する
エイミング光源を備える構成であってもよい。
【００２９】
　＜制御部＞
　制御部７０は、各構成１００～４００の各部材など、装置全体を制御する。また、制御
部７０は、取得された画像を処理する画像処理部、取得された画像を解析する画像解析部
、などを兼用する。制御部７０は、一般的なＣＰＵ（Central Processing Unit）等で実
現される。
【００３０】
　図２（ａ）は正面観察光学系２００によって得られる正面画像の例であり、図２（ｂ）
はＯＣＴ光学系１００によって得られる断層画像の例である。例えば、制御部７０は、Ｏ
ＣＴ光学系１００の検出器１２０から出力される受光信号に基づいて画像処理により断層
画像（ＯＣＴ画像）を取得すると共に、正面観察光学系２００の受光素子から出力される
受光信号に基づいて正面画像を取得する。また、制御部７０は、固視標投影ユニット３０
０を制御して固視位置を変更する。
【００３１】
　メモリ（記憶部）７２、モニタ（表示部）７５、操作部７６は、それぞれ制御部７０と
電気的に接続されている。制御部７０は、モニタ７５の表示画面を制御する。取得された
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眼底像は、モニタ７５に静止画又は動画として出力される他、メモリ７２に記憶される。
メモリ７２は、例えば、撮影された断層画像、正面画像、各断層画像の撮影位置情報等の
撮影に係る各種情報を記録する。制御部７０は、操作部７６から出力される操作信号に基
づいて、ＯＣＴ光学系１００、正面観察光学系２００、固視標投影ユニット３００の各部
材を制御する。また、モニタ７５としては、タッチパネルが使用されている。なお、上記
ＯＣＴデバイス１０の詳しい構成については、例えば、特開２００８－２９４６７号公報
を参考にされたい。
【００３２】
　本実施例は、糖尿病網膜症の被検眼を例として挙げる。以下より、糖尿病網膜症をレー
ザ光にて治療するための手順について説明する。
【００３３】
　＜断層画像の取得＞　制御部７０は、ＯＣＴ光学系１００を制御し、設定された各領域
に対応する三次元断層像を取得すると共に、観察光学系２００を制御し、正面像を取得す
る。なお、三次元断層像には、ＸＹ方向に関して二次元的にＡスキャン信号を並べた画像
データ、三次元グラフィック画像、などが含まれる。
【００３４】
　三次元断層像を得るとき、制御部７０は、光スキャナ１０８の動作を制御し、撮像領域
に対応する走査範囲において測定光をＸＹ方向に二次元的に走査させることにより三次元
断層像を取得する。なお、走査パターンとして、例えば、ラスタースキャン、複数のライ
ンスキャンが考えられる。
【００３５】
　＜視細胞の判定＞
　制御部７０は、画像解析部を有する。断層画像が取得されると、制御部７０は、取得さ
れた断層画像における眼底の層情報を画像処理により検出する。そして、ＯＣＴデバイス
１００は、所定の画像判定条件（判定基準）を基に層検出結果を解析する。解析の例とし
ては、制御部７０は、ＸＹ方向の各位置において層情報を検出し、検出された層情報に基
づいて各位置における視細胞の状態を解析する。そして、解析結果は、ＯＣＴデバイス１
００のメモリ、又は外部のメモリ（例えば、パーソナルコンピュータのメモリ、サーバー
のメモリ）に三次元断層像と共に記憶される。
【００３６】
　層を検出する場合、例えば、断層画像の輝度レベルが検出され、所定の網膜層（例えば
、視細胞内節／外節（以下ＩＳ／ＯＳと記載する））に相当する層が画像処理により抽出
される。
【００３７】
　断層画像を判定する場合、各層の有無の判定、各層の層厚判定、形状判定、所定部位（
例えば、乳頭、黄斑）のサイズ判定等が考えられる。例えば、制御部７０は、各Ａスキャ
ン信号の輝度分布を検出し、ＩＳ／ＯＳに対応する輝度の上昇が検出されたか否かに応じ
て、ＩＳ／ＯＳ有無を判定する。
【００３８】
　図３（ａ）はＩＳ／ＯＳが残存している状態の輝度分布と、図３（ｂ）はＩＳ／ＯＳが
消失している状態の輝度分布を示す例である。すなわち、ＩＳ／ＯＳが残存している場合
、ＩＳ／ＯＳに対応するピークが見られるが、ＩＳ／ＯＳが消失している場合、ＩＳ／Ｏ
Ｓに対応するピークはなく、ＲＰＥに対応するピークが現れる。なお、ＩＳ／ＯＳの有無
を特定する場合、解剖学的に知られている各層の順序、網膜表面からの距離、ＩＳ／ＯＳ
に対応する強い輝度の立ち上がり、などが利用される。
【００３９】
　制御部７０は、眼底の断層画像を解析して視機能の正常／異常部位に関する判定処理を
行い、患者眼眼底上における視機能の正常／異常部位に関する位置情報を解析結果データ
として取得する。
【００４０】
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　制御部７０は、ＩＳ／ＯＳが残存していると判定した位置について、視細胞が正常に機
能している可能性が高い部位とみなす。次に、制御部７０は、ＩＳ／ＯＳが消失している
と判定した位置について、視細胞の機能が低下している可能性が高い部位とみなす。
【００４１】
　以上のようにして、制御部７０は、各Ａスキャン信号に対してＩＳ／ＯＳの有無に関す
る判定を行うことにより、ＩＳ／ＯＳの有無に関する眼底の二次元的な情報を得る。これ
により、眼底上における視細胞の機能低下部位が特定される。
【００４２】
　図４は断層画像の解析結果を示す図であり、眼底上の各位置における視機能の状態を二
次元的に示すマップ（以下、解析マップと記載）の一例である。本実施例において、制御
部７０は、視機能の正常／異常部位に関する二次元分布データを示す解析マップを解析結
果データとして取得する。すなわち、前述のように取得された解析結果に基づいて、三次
元断層像の解析結果を示す解析マップを作成する。制御部７０は、図４に示すように、視
機能が低下している部位を示すグラフィック（ハッチングＲ参照）を表示する。例えば、
ハッチングＲについて、特定の色にて表示される（例えば、赤色）。また、制御部７０は
、視機能が低下している部位をマーカーで囲むようにしてもよい。もちろん、制御部７０
は、視細胞が正常に機能している部位に関して、識別可能なグラフィックで表示してもよ
い。
【００４３】
　なお、解析結果を得る場合、画像処理による解析の他、検者自身が視機能が低下してい
る部位を特定するような構成であってもよい。この場合、例えば、断層画像がモニタ７５
に表示された状態において、マウス操作によって、視機能が低下している部位が指定され
る。そして、指定された結果に基づいて解析マップが作成される。なお、得られた解析マ
ップは、メモリ７２に記憶される。
【００４４】
　＜レーザ照射位置の設定＞
　次に、制御部７０は、治療用レーザが照射される前にＯＣＴデバイス１０によって撮像
された患者眼の断層画像に基づく解析結果データを取得する。そして、制御部７０は、取
得された解析結果データを用いて設定された眼Ｅに対する治療用レーザの照射位置情報を
取得する。典型的には、制御部７０は、観察光学系２００によって取得された正面像と解
析結果データとを重畳させてモニタ７５に表示させる。
【００４５】
　断層画像に基づく解析結果データを取得する場合、制御部７０は、制御部７０自身が前
述のように解析処理を行うことによって解析結果データを取得するようにしてもよいし、
予め他の解析装置によって解析されたデータを取得してもよい。
【００４６】
　モニタ７５のタッチパネルは、モニタ７５の画面を見ながら術者が治療用レーザの照射
領域を設定するための操作部材として用いられる。そして、制御部７０は、タッチパネル
からの操作信号に基づいて眼Ｅに対する治療用レーザの照射位置情報を取得する。なお、
操作部材は、タッチパネルに限定されず、例えば、マウス、ジョイスティックなどのポイ
ンティングデバイスが使用される。
【００４７】
　例えば、制御部７０は、メモリ７２に記憶された解析マップを取得する。そして、制御
部７０は、上記のように取得された解析マップに対し、眼底正面像を重畳させ、解析マッ
プと眼底正面像とを関連付ける。そして、制御部７０は、解析マップと眼底正面像との重
畳画像をモニタ７５に表示する。
【００４８】
　制御部７０は、解析に用いた三次元断層像からＯＣＴ正面像を生成し、生成されたＯＣ
Ｔ正面像と解析マップとを重畳させることによって、pixel-to-pixelの関係で両データを
対応付けできる。また、制御部７０は、観察光学系２００によって取得された眼底正面像
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（例えば、ＳＬＯ画像）と解析マップを重畳させるようにしてもよい。なお、重畳される
ＳＬＯ画像の取得タイミングは、三次元断層像の取得時であってもよいし、各種検査を経
て実際にレーザ照射する前であってもよい。取得された正面像は、静止画としてメモリ７
２に記憶される。
【００４９】
　制御部７０は、例えば、生成されたＯＣＴ正面像と、観察光学系２００によって取得さ
れた眼底正面像とをマッチングさせ、解析マップＭと眼底正面像との相対位置を調整する
。すなわち、正面像の静止画に解析マップを画像処理により重畳させ、重畳画像をモニタ
７５に表示する。このとき、例えば、制御部７０は、視機能の正常／異常部位部位に関す
る位置情報に基づいて、視機能が異常と判定された位置をレーザ照射領域として表示し、
視機能が正常と判定された位置をレーザ照射禁止領域として表示する。図５（ａ）はモニ
タ７５に解析マップＭ及び照射禁止領域Ｄが眼底正面像上に表示された例を示す図である
。
【００５０】
　検者は、モニタ７５に表示された重畳画像を見ながら、レーザ照射領域を設定する。初
めに、検者は、モニタ７５上に表示された眼底正面像を観察しながら、治療部位を探し、
レーザ照射領域の設定を行う。このとき、検者は、モニタ上でタッチパネル（操作部）を
用いることによりレーザ照射領域を設定する。制御部７０は、タッチパネルからの信号を
受け取ると、さらに、レーザ照射領域を示すグラフィックＧを重畳画像に表示すると共に
、指定された位置を照射領域として設定する（図５（ｂ）参照）。画面上における設定手
法について、例えば、タッチされた領域の近傍が照射領域として設定される手法、なぞり
操作によって囲まれた領域が照射領域として設定される手法が考えられる。もちろん、検
者により、照射をしない領域（照射禁止領域）を設定し、照射禁止領域を除く領域をレー
ザで照射する構成としてもよい。
【００５１】
　このとき、制御部７０は、解析マップ上において、視細胞が正常に機能している部位を
照射禁止領域Ｄとして設定し、照射禁止領域Ｄを示すグラフィックを重畳表示させる（図
５（ｂ）参照）。この場合、制御部７０は、照射禁止領域Ｄを含む形でレーザ照射領域Ｇ
が設定されても、照射禁止領域Ｄについてはレーザ照射領域Ｇから除外する。なお、視細
胞が正常な部位が多い場合、レーザ照射が限定され、不十分な治療となる可能性があるた
め、制御部７０は、照射禁止領域Ｄを任意に解除できるようにしてもよい。また、検者は
、解析マップ等によって眼Ｅの視機能の状態を把握できるため、視細胞が正常な部分につ
いて、任意に照射禁止領域から除外することも可能である。
【００５２】
　なお、制御部７０は、三次元断層像における眼底の所定部位（例えば、黄斑、乳頭）を
画像処理により特定し、特定された部位を照射禁止領域Ｄとして設定するようにしてもよ
い。例えば、黄斑、乳頭は、断層画像中の位置、輝度値、形状などから抽出が可能である
。黄斑部は、周辺部に対して輝度が暗く、円形状であるので、これらの特性に合致する画
像領域が抽出されるように画像処理が行われる。乳頭部は、周辺部より明るく、円形状で
あるので、これらの特性に合致する画像領域が抽出されるように画像処理が行われる。な
お、制御部７０は、眼底正面像（例えば、ＳＬＯ画像）を用いて黄斑部、乳頭部を画像処
理により特定し、特定された部位を照射禁止領域Ｄとして設定するようにしてもよい。
【００５３】
　なお、本実施形態において、制御部７０が黄斑部や乳頭の位置を検出し、照射禁止領域
として設定するとしたが、検者がモニタ７５上に表示された眼底画像を観察することによ
って、黄斑部や乳頭の位置を選択し、照射禁止領域として設定をしてもかまわない。
【００５４】
　なお、このとき、制御部７０は、眼底正面像上に解析マップを表示するとともに、黄斑
部や乳頭の位置から照射禁止の領域を設定する。そして、照射禁止領域を示すための照射
禁止領域画像を作成し、眼底正面像上に表示する。なお、黄斑部や乳頭の検出は、例えば



(10) JP 5842330 B2 2016.1.13

10

20

30

40

50

、ＯＣＴ正面像やＳＬＯ画像を解析したときに取得されたデータに基づいて検出される。
【００５５】
　なお、解析マップＭと眼底正面像とが関連付けられると、眼底正面像の各画素について
解析情報が付与される。ここで、眼底正面像上における位置座標と、光スキャナ１０８の
走査位置との対応関係は予め定まっている。このため、光スキャナ１０８の走査位置と解
析マップの位置座標との対応づけが可能となる。これにより、光スキャナ１０８によって
走査されるレーザ光の走査位置（走査角度）と、解析マップ上における解析情報とが、関
連付けられる。例えば、視機能が低下している部分と、レーザ光の照射位置とが対応付け
られる。
【００５６】
　＜レーザ照射＞
　次に、制御部７０は、レーザ光源及び光スキャナ１０８の動作を制御することにより、
前述のようにして取得された照射位置情報に基づいて眼にレーザ光を照射する。
【００５７】
　例えば、以上のようにレーザ照射領域及び禁止領域が設定されると、検者は、操作部７
６を操作することにより、レーザ照射を行うためのレーザ照射モードに移行させる。ここ
で、制御部７０は、設定された照射領域に基づいてレーザ照射を実行する。
【００５８】
　制御部７０は、観察光学系２００を制御し、眼底正面像を取得する。そして、制御部７
０は、随時取得される眼底正面像をリアルタイムにてモニタ７５に表示する。解析マップ
と関連付けされた眼底正面像は、レーザビームをトラッキングするための基準画像として
用いられる。
【００５９】
　検者により、操作部７６の照射開始キーが操作されると、制御部７０は、設定されたレ
ーザ照射領域Ｇへのレーザ照射が可能となる。光凝固レーザ装置４００は、治療用レーザ
光（例えば、５３２ｎｍの波長）を発振するものであり、このレーザ光は光ファイバ４０
１に導入されて出射端４０１ａから出射される。出射端４０１ａから出射されたレーザ光
は、ダイクロイックミラー３０で反射され、光スキャナ１０８、及び測定光学系１０６の
他の光学部材を介して眼底Ｅｆに照射される。
【００６０】
　制御部７０は、光スキャナ１０８を制御し、光スキャナ１０８の走査位置を照射領域Ｅ
上に合わせる。そして、制御部７０は、レーザ装置４００を制御し、照射領域Ｇに向けて
レーザ光を照射する。なお、複数の照射領域がある場合、制御部７０は、各照射領域に対
し順次レーザ光を照射していく。
【００６１】
　このとき、制御部７０は、必ずしも照射領域Ｅの全体にレーザを照射する必要はなく、
所定の間隔に設定されたドットパターン状のレーザ光を照射してもよい。また、レーザの
照射手法として、制御部７０は、光スキャナ１０８をラスタースキャンさせ、走査位置が
照射領域Ｇに達したときにレーザ光を照射するようにしてもよい。
【００６２】
　レーザ照射時において、制御部７０は、解析マップと関連付けされた眼底像を基準画像
として設定し、随時取得される眼底像との相対位置を検出する。そして、制御部７０は、
レーザ光源及び光スキャナ１０８の動作を制御することにより、設定された照射位置情報
に基づいて眼にレーザ光を照射する。すなわち、眼の移動があっても眼底Ｅｆ上の設定さ
れた領域を照射できるように，検出結果に基づいて光スキャナ１０８による走査位置を補
正する（レーザ光のトラッキング）。これにより、レーザ照射位置を補正する。例えば、
制御部７０は、関連付けされた眼底正面像と、随時取得される眼底像との間の眼底の表面
方向（ＸＹ方向）に関するずれを検出し、検出されたずれが補正されるように光スキャナ
１０８の走査位置を補正する。
【００６３】
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　なお、レーザ照射の際の光スキャナ１０８による走査速度とＯＣＴ光学系１００による
画像取得時の走査速度を変更する構成としてもよい。例えば、レーザ照射時の走査速度を
ＯＣＴ光学系１００による画像取得時の走査速度よりも遅くする。
【００６４】
　以上のような構成により、ＯＣＴによって取得された断層像の層解析結果を利用した治
療用レーザの照射が可能となる。これにより、眼底正面像の観察では視認が困難な情報を
踏まえたレーザ治療が可能となり、良好な手術結果が得られる。
【００６５】
　例えば、上記のように、視細胞の状態に関する解析結果が利用されることによって、レ
ーザ照射による視細胞の死滅を減らすことができる。これにより、術後の視機能回復に寄
与する。
【００６６】
　また、光凝固の状態を確認するためにレーザの試し射ちを行う場合、前述のように視細
胞が機能していない領域を事前に判別できれば、視機能が機能していない領域を照射する
ことにより、試し射ちを効果的に行うことができる。
【００６７】
　なお、上記説明においては、ＩＳ／ＯＳを検出して視機能に関する解析を行ったが、こ
れに限定されない。例えば、制御部７０は、神経節細胞層、視神経繊維層を画像処理によ
り検出し、層厚が正常か否かを判定する。そして、制御部７０は、各位置での判定結果に
基づいて視機能に関する解析マップを取得する。
【００６８】
　また、制御部７０は、眼底を刺激する前後の断層画像の変化情報を計測することにより
、視機能に関する解析を行うようにしてもよい。この場合、装置には、眼底を刺激する光
を発する刺激用光源（例えば、可視光源）が設けられる。
【００６９】
　例えば、制御部７０は、刺激用光源を制御し、刺激前の断層画像と刺激後の断層画像を
取得する。そして、刺激前の断層画像と刺激後の断層画像との輝度変化を求める。制御部
７０は、輝度の変化量を用いて視機能が正常か否かを判定する。なお、制御部７０は、刺
激前から，刺激終了後してからの所定時間までの断層画像を随時取得し、取得された断層
画像に基づいて視機能に関する判定を行うようにしてもよい。
【００７０】
　なお、上記説明において、制御部７０は、観察光学系２００によって随時取得される動
画の眼底正面像と解析マップを重畳させるようにしてもよい。このような動画像は、術者
が動画像を見ながらレーザ照射領域を決め、レーザを眼底に照射する場合に有効である。
【００７１】
　ここで、制御部７０は、解析マップと関連付けされた眼底像を基準画像として設定し、
随時取得される眼底像との相対位置を検出する。そして、制御部７０は、その検出結果に
基づいて、眼の移動があっても眼底部位と解析マップとの対応関係が一致するように、解
析マップの表示位置を補正する。
【００７２】
　例えば、制御部７０は、画像処理により、検出された眼の位置ずれ量に基づいて解析マ
ップを移動させ、位置ずれ量分表示位置を補正することにより、正面像の観察中に眼が動
いても、眼底正面像上に一定の解析マップを観察できる。
【００７３】
　また、照射禁止領域及び／又はレーザ照射領域を示すグラフィックを正面像（動画像）
に重畳させる場合、制御部７０は、前述の相対位置の検出結果に基づいて、眼の移動があ
っても眼底部位とグラフィックとの対応関係が一致するように、グラフィックの表示位置
を補正するようにしてもよい。もちろん、前述の解析マップとグラフィックの両方を正面
像に重畳させる場合においても、表示位置の補正は可能である。
【００７４】
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　なお、上記トラッキングにおいて、２つの画像間の位置ずれを検出する手法としては、
種々の画像処理手法（各種相関関数を用いる方法、フーリエ変換を利用する方法、特徴点
のマッチングに基づく方法）を用いることが可能である。
【００７５】
　例えば、基準画像又は観察画像（現在の眼底画像）を１画素ずつ位置ずれさせ、基準画
像と対象画像を比較し、両データが最も一致したとき（相関が最も高くなるとき）の両デ
ータ間の位置ずれ方向及び位置ずれ量を検出する手法が考えられる。また、所定の基準画
像及び対象画像から共通する特徴点を抽出し、抽出された特徴点の位置ずれ方向及び位置
ずれ量を検出する手法が考えられる。
【００７６】
　なお、テンプレートマッチングにおける評価関数は、類似度を示すＳＳＤ（Sum of Squ
ared Difference）や相違度を示すＳＡＤ（Sum of Absolute Difference）などを評価関
数として用いてもよい。
【００７７】
　なお、上記構成においては、ＯＣＴの光学系とレーザ照射光学系について、光学系の一
部（例えば、光スキャナ）を共用する構成としたが、これに限定されない。例えば、ＯＣ
Ｔ光学系のための第１光スキャナが設けられ、第１光スキャナによって測定光が走査され
る。レーザ照射光学系のための第２光スキャナが設けられ、第１光スキャナとは異なる第
２光スキャナによって治療用レーザ光が走査される。
【００７８】
　また、ＯＣＴ装置とレーザ光凝固装置は、異なる筐体にそれぞれ配置された構成であっ
てもよい。例えば、ＯＣＴ装置によって取得された断層画像を用いてレーザ照射領域が予
め設定され、設定されたレーザ照射情報がレーザ光凝固装置に入力される。そして、レー
ザ光凝固装置は、入力された照射情報に基づいてレーザ照射を実行する。なお、レーザ照
射情報は、例えば、ＬＡＮ等の通信回線を通じて光凝固装置に入力させる。このようにす
れば、単体のＯＣＴ装置での解析結果を利用できる。もちろん、レーザ光凝固装置が断層
画像を受け取り、受け取った断層画像を解析することによりレーザ照射位置を設定するよ
うにしてもよい。また、レーザ光凝固装置が解析結果を受け取り、受け取った解析結果と
眼底正面像を重畳させることにより照射位置を設定するようにしてもよい。
【００７９】
　なお、光凝固装置に設けられた眼底観察系によって取得される眼底正面像と、解析マッ
プ（又は解析マップに関連付けされ眼底正面像）は、撮影倍率、縦横比などが異なる場合
がある。この場合、制御部７０は、眼底観察系によって取得される眼底正面像に合わせて
、解析マップ（又は解析マップに関連付けされた眼底正面像）の撮影倍率、縦横比を画像
処理により補正するのが好ましい。
【００８０】
　また、レーザ光凝固装置に配置される観察光学系２００としては、術者によって直視が
可能なスリットランプが配置されてもよい。また、接眼レンズを覗く術者のために視野内
表示部を設けるようにしてもよい。この場合、スリットランプの接眼レンズと患者眼との
間にビームコンバイナが設けられる。そして、視野内表示部で表示された表示画像は、ビ
ームコンバイナで反射され、接眼レンズに向かう。これにより、術者は、スリットランプ
の観察画像と表示画像を視認できる。
【００８１】
　この場合、制御部７０は、前述のように取得された解析結果を視野内表示部に表示し、
眼底観察像と解析結果とを重畳して表示してもよい。このようにすれば、検者は、スリッ
トランプで眼底像を見ながら、ＯＣＴの解析結果を参考にレーザ照射領域を決めることが
できる。
【００８２】
　なお、上記説明においては、ＯＣＴデバイスによって眼底の断層像を取得し、取得され
た断層像に対する解析結果に基づいて眼底にレーザを照射する構成を例示したが、これに
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限定されない。ＯＣＴデバイスによって眼の断層像を取得し、取得された断層像に対する
解析結果に基づいて眼の組織上にレーザを照射する構成であればよい。例えば、ＯＣＴデ
バイスによって前眼部の断層像を取得し、取得された断層像に対する解析結果に基づいて
前眼部にレーザを照射する構成であってもよい。
【００８３】
　なお、上記説明においては、解析結果がＯＣＴデバイスによる組み合わせであったが、
これに限定されなく、他機種の解析結果を用いてもよい。例えば、視野計の結果を用いる
こと等が考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本実施形態に係る眼科撮影装置の構成について説明する概略構成図である。
【図２】正面観察光学系によって得られる正面画像とＯＣＴ光学系によって得られる断層
画像の例である。
【図３】ＩＳ／ＯＳが残存している状態の輝度分布と、ＩＳ／ＯＳが消失している状態の
輝度分布を示す例である。
【図４】断層画像の解析結果を示す図である。
【図５】解析マップ及び照射禁止領域を眼底正面像上に表示した場合とレーザ照射領域を
設定した場合の表示画面を示す図である。
【符号の説明】
【００８５】
　７０　制御部
　７２　メモリ
　７５　モニタ
　７６　操作部
　１００　光コヒーレンストモグラフィ（ＯＣＴ光学系）
　１０８　光スキャナ
　２００　正面観察光学系
　３００　固視標投影ユニット
　４００　光凝固レーザ装置
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